
船舶事故調査報告書 

令和３年１０月６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 のり養殖施設損傷 

発生日時 令和２年１２月５日 １５時３０分ごろ 

発生場所 兵庫県神戸市平磯
ひらいそ

灯標北東方沖 

 播磨
は り ま

塩屋
し お や

港南防波堤灯台から真方位２１６°７３０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３７.５′ 東経１３５°０４.５′） 

事故の概要  プレジャーボートASSIST
ア シ ス ト

 Ⅴは、漂泊中、のり養殖施設に進入し、

養殖施設のロープを切断した。 

事故調査の経過 令和２年１２月９日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート ASSIST Ⅴ、５.６トン 

 ２６０－４６０５８兵庫、株式会社Ｄ-アシスト 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 なし 

のり養殖施設 養殖区画のロープに切断 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 波高 約１ｍ、潮汐 下げ潮の初期、潮流 東流約０.

５～１.０ノット 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、知人３人を乗せ、船長が平磯灯標

北東方沖ののり
．．

養殖施設西方約４０ｍのところで、漁獲物の後片付け

を行いながら中立運転の状態で漂泊中、のり
．．

養殖施設に進入してロー

プに絡索した。 

 船長は、絡索して動けなくなった旨の１１８番通報を行った。 

 本船は、海上保安庁からの連絡で来援したのり
．．

養殖施設所有者に 

よってロープを切断され、定係地のマリーナに自力で戻った。 

 船長は、風がやや強くなったこと及び東に流れる潮流に気付いたも

のの、漁獲物の後片付けを行っていてのり
．．

養殖施設に向けて圧流され

ていることに気付くのが遅れたと本事故後に思った。 

分析  本船は、西方からの風及び東に流れる潮流の影響がある中、釣りの

目的でのり
．．

養殖施設区域の西方約４０ｍで漂泊中、船長が、漁獲物の

後片付けを行っていたことから、養殖施設に向けて圧流されているこ

とに気付かず、同施設に進入し、ロープに絡索して養殖施設が損傷し

たものと推定される。 

原因  本事故は、本船が、西方からの風及び東に流れる潮流の影響がある

中、のり
．．

養殖施設区域の西方約４０ｍで漂泊中、船長が、漁獲物の後

片付けを行っていたため、同施設に向けて圧流されていることに気付



かず、同施設に進入し、ロープに絡索したことにより発生したものと

推定される。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・小型船舶の船長は、風潮流の影響がある中、のり
．．

養殖施設の近く

で釣りを行わないこと。 

 


